
第13回山形県行政不服審査会 議事概要 

 

・日 時／令和元年11月７日（木） 午後３時～午後３時40分 

・場 所／山形県庁1201会議室 

・出席者／委   員  水上進会長、齋藤哲也委員、津川恵美子委員、渡辺麻里委員 

     事 務 局  総務部学事文書課文書法制主幹ほか２名出席 

     審 査 庁  子育て推進部子ども家庭課課長補佐ほか１名出席 

 

１．開  会 

 ○ 第13回山形県行政不服審査会を開会した。 

 ○ 水上進会長があいさつを行った。 

 

２．調査審議 

特別児童扶養手当認定請求却下処分についての審査請求に係る諮問１件について、調

査審議を行った。 

（１）委員除斥事由の該当性の確認 

    山形県行政不服審査会運営要領第３条の規定について、審議に参加する委員が自 

己の利害に関係する議事ではないことを、議長が確認した。 

（２）調査 

   必要な調査として、審査庁から今回の審査請求の概要、審査庁の裁決（案）の方 

向性等についての説明を受けた。 

（３）質疑応答 

審査庁に対して質疑応答を行った。 

（４）審議 

委員のみで審議を行い、答申の方向性を決めた。 

 

３．そ の 他 

  行政不服審査業務に係る広域連携の検討状況について、事務局から委員へ説明を行っ

た。 

 

４．閉  会   （終了 午後３時40分 ） 


